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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 4177-7:2011 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS X 4177 規格群［文書スキーマ定義言語（DSDL）］は，次に示す部で構成する。 

JIS X 4177-2 第 2 部：正規文法に基づく妥当性検証－RELAX NG 

JIS X 4177-3 第 3 部：規則に基づく妥当性検証－Schematron 

JIS X 4177-4 第 4 部：名前空間に基づく検証委譲言語－NVDL 

JIS X 4177-7 第 7 部：文字レパートリ記述言語（CREPDL） 
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日本産業規格          JIS 
 X 4177-7：2022 
 (ISO/IEC 19757-7：2020) 

文書スキーマ定義言語（DSDL）－ 

第 7 部：文字レパートリ記述言語（CREPDL） 

Information technology-Document Schema Definition Languages (DSDL)- 

Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL) 

 
序文 

この規格は，2020 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 19757-7 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，附属書 JA は，対応国際規格にはない事項である。また，この規格で点線の下線を施してある参

考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

JIS X 4177 規格群は，Document Schema Definition Languages (DSDL)の集まりを規定する。DSDL は，XML 

1.0（拡張可能なマーク付け言語）文書に適用される一つ以上の検証プロセスを規定する。DSDL において

は，既に規格の形で提供されていたり産業界から提供されていたりする検証技術を補完するために，幾つ

もの検証技術が標準化されている。 

JIS X 4177 規格群の主な目的は，検証に関する複数の技術を集めて一つの拡張可能な枠組みとし，技術

を順番又は並列に適用して一つ以上の検証結果を得ることである。DSDL は，現時点では設計も仕様策定

も行われていない検証技術も許容するように設計されている。 

この規格は，文字レパートリを記述するための言語を規定する。この言語による記述は，スキーマから

参照が可能である。さらに，フォーム及びスタイルシートから参照することも可能である。 

レパートリの記述は，厳密である必要はない。厳密でない記述をするため，この規格は，核及び殻（そ

れらは下限及び上限を提供する。）をそれぞれ提供する。 

この規格の構成を，次に示す。箇条 5 は，CREPDL の概要を示す。レパートリの核及び殻を導入する。

箇条 6 は，CREPDL スキーマの構文を規定する。箇条 7 は，正しい CREPDL スキーマの意味を規定する。

すなわち，CREPDL スキーマによって記述されたレパートリに符号位置又は符号位置の並びが含まれるの

はどのような場合かを規定する。箇条 8 は，CREPDL プロセサ及びそれらの振る舞いを定義する。最後に，

附属書 A は，適合する CREPDL プロセサの差異について記載し，附属書 B は，CREPDL スキーマの例を

示す。 

附属書 JA は，日本で有用と思われるレパートリを記述した CREPDL スキーマを示す。 

旧規格では文字の検証に限定されていたが，この規格では，n の後に COMBINING GRAVE ACCENT 

(U+0300)を続けたもの， CJK 統合漢字の後に字形選択子を続けたものなど，書記素クラスタの検証も可能

である。 


